
94問い合わせ先

SmileSmile

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 沖縄支部 (TEL:098-941-3301)

職場適応に課題を抱える障害者に対して、職場適応援助者（※）による支援を実施する

事業主に対して助成するものであり、障害者の職場適応を図ることを目的としています。

（※）ジョブコーチとも呼ばれ、障害者、事業主および当該障害者の家族に対して障害者の職場対応

に関するきめ細かな支援をする者

助成金名 対象となる障害者 対象となる措置 限度額等
支給

期間

①訪問型職場適応援

助者助成金

○訪問型職場適応

援助者による支援

・身体障害者

・知的障害者

・精神障害者

・発達障害者

・難病患者

・高次脳機能障害の

ある者

・地域障害者職業セ

ンターが作成する職

業リハビリテーショ

ン計画のある者

地域障害者職業セ

ンターが作成また

は承認した支援計

画に基づく訪問型

職場適応援助者に

よる支援

・精神障害者以外

1 日：4 時間以上 1 万 6 千円

4 時間未満８千円

・精神障害者

1 日：３時間以上 1 万 6 千円

３時間未満８千円

・養成研修受講料の１／２

精神障害者

以外は

1 年 8 カ月

精神障害者

2 年 8 カ月

②企業在籍型職場適

応援助者助成金

○企業在籍型職場

適応援助者による支

援

地域障害者職業セ

ンターが作成また

は承認した支援計

画に基づく企業在

籍型職場適応援助

者による最初の支

援

・精神障害者以外

短時間労働者以外の者

月 6 万円（中小企業：８万円）

短時間労働者

月３万円（中小企業：4 万円）

・精神障害者

短時間労働者以外の者

月９万円（中小企業：１２万円）

短時間労働者

月５万円（中小企業：６万円）

・養成研修受講料の１／２

6 か月

（注）認定申請書の提出期限：①の助成金…初めて支援計画を策定（支援計画を地域センターが作成する

場合は支援計画を開始）する日の前日まで

②の助成金…支援計画の開始日から 3 か月を経過する日まで

助成金を受給するためには、助成金ごとに定められた要件を満たす必要があります。助成金の

詳しい内容につきましては、下記までお問い合わせください。

助成金については機構ホームページでも情報提供しております（https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/ ）。

職場適応援助者助成金
助成金名

対象となる

障害者
対象となる措置 限度額等

支給

回数

④障害者相談窓口担当者の

配置助成金

○障害者の合理的配置に

係る相談等に応じる者の

増配置または委嘱

・身体障害者

・知的障害者

・精神障害者

※在宅勤務の者

も対象

新たに障害者

相談窓口担当者を

「増配置」

【専従の場合】（2 人まで）

1 人につき月額 8 万円

ただし、障害者相談窓口担当者の給与月額

（通勤手当等を含む総支給額をいいます。）

の 3 分の１の額が 8 万円を下回る場合は、

その額を支給額とします。

（最大 6 カ月）

【兼任の場合】（5 人まで）

1 人につき月額 1 万円

ただし、障害者相談窓口担当者の給与月額

（通勤手当等を含む総支給額をいいます。）

の１０分の１の額が１万円を下回る場合

は、その額を支給額とします。

（中小企業：最大 12 カ月、その他最大 6

カ月）

1

回

※

1

事

業

所

単

位
障害者相談窓口

担当者が

研修を受講

専門機関等に研修受講費として支払った額

の 3 分の 2 の額（円未満切り捨て）（最大

20 万円）

研修を受講した障害者相談窓口担当者 1 人

につき時間額 700 円（上限月 10 時間か

つ 10 人まで）。ただし、増配置に伴い助成

を受ける障害者相談窓口担当者は人数から

除く。

相談窓口業務等を

専門機関に委託

委託経費として支払った額の 3 分の 2

（上限月額 10 万円かつ最大 6 カ月）

⑤職場復帰支援助成金

○職場復帰のために必要

な職場適用の措置の実施

・身体障害者

・精神障害者

（発達障害のみ

有する者を除

く）

・難病患者

・高次脳機能障害

のある者

※在宅勤務の者

も対象

中途障害等により 1 か

月以上の休職を余儀な

くされた者が職場復帰

するための次の職場適

応措置

①時間的配慮

②職務開発等

③②に伴う講習

①②；月額 4 万 5 千円

（中小企業：6 万円）

③半年：２～９万円

（中小企業：３～１２万円）

1

年

間

⑥職場支援員の配置または

委嘱助成金

○業務遂行に必要な援助

や指導を行う職場支援員

の配置または委嘱

・身体障害者

・知的障害者

・精神障害者

・発達障害者

・難病患者

・高次脳機能障害

のある者

対象労働者を雇い入

れ、勤務時間の延長、

配置転換、業務内容変

更、職場復帰又は企業

在籍型職場適応援助者

による支援の終了の日

の翌日から 6 か月以内

に職場支援員を配置

（雇用、委嘱）

配置：短時間労働者以外の者

月額 3 万円（中小企業：4 万円）

短時間労働者

月額 1 万 5 千円（中小企業：２万円）

委嘱：１回１万円

（月額 4 万円が上限）

２年間

（精神

障害者

は３年

間）

（注）認定申請書の提出期限：①、③の助成金…配置または委嘱する日の前日まで

②の助成金…①の助成金の支給期間の終了する日の前日まで

④の助成金…対象となる措置を行おうとする日の前日まで

⑤の助成金…対象障害者の職場復帰の予定日の前日から起算して 3 週間前の

応当日まで

⑥の助成金…配置・委嘱を行った日の翌日から起算して 3 か月後まで

助成金を受給するためには、助成金ごとに定められた要件を満たす必要があります。助成金の詳しい

内容につきましては、下記までお問い合わせください。

助成金については機構ホームページでも情報提供しております（https://www.jeed.go.jp/disability/subsidy/）。


